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障害者の権利に関する条約 第二十四条 教育 

１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、か

つ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び

生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。 

（ａ）人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人

権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

（ｂ）障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大

限度まで発達させること。 

（ｃ）障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 

（ａ）障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が

障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。 

（ｂ）障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を

包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受

することができること。 

（ｃ）個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

（ｄ）障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で

受けること。 

（ｅ）学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する

効果的で個別化された支援措置がとられること。 

３ 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ

平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のた

めの技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置を

とる。 

（ａ）点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及

び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。 

（ｂ）手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 

（ｃ）盲人、聾者又は盲聾者（特に盲人、聾者又は盲聾者である児童）の教育が、その個人に

とって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を

最大にする環境において行われることを確保すること。 

４ 締約国は、１の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能

力を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育に従事する専門家及び職

員（教育のいずれの段階において従事するかを問わない。）に対する研修を行うための適当

な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎

通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための教育技法

及び教材の使用を組み入れるものとする。 

５ 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として一般的な高等教育、

職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。このため、締約

国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。 



74 

【学校教育法施行令 関係条例抜粋】 

 

 第一章 就学義務 

  

 第一節 学齢簿  

 

（学齢簿の編製）  

第一条  市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所

を有する学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法 （以下「法」という。）第十八条 に

規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。）について、学齢簿を編製しなければな

らない。  

２  前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものと

する。  

３  市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気デ

ィスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。

以下同じ。）をもつて調製することができる。  

４  第一項の学齢簿に記載（前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつ

ては、記録。以下同じ。）をすべき事項は、文部科学省令で定める。  

第二条  市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日

現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に

達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合

においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。  

第三条  市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に

記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、

必要な加除訂正を行わなければならない。  

 

（児童生徒等の住所変更に関する届出の通知）  

第四条  第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒（以下「児童生徒等」と総称する。）

について、住民基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第二十二条 又は第二十三条 の

規定による届出（第二条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める

日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。）があつたときは、市

町村長（特別区にあつては区長とし、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項 の指定都市にあつてはその区の区長とする。）は、速やかにその旨を当

該市町村の教育委員会に通知しなければならない。 

  

第二節 小学校、中学校及び中等教育学校  

 

（入学期日等の通知、学校の指定）  

第五条  市町村の教育委員会は、就学予定者（法第十七条第一項 又は第二項 の規定により、

翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をい

う。以下同じ。）のうち、認定特別支援学校就学者（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、

肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）で、その障害が、第二十二条の三の表に規

定する程度のもの（以下「視覚障害者等」という。）のうち、当該市町村の教育委員会が、

その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の

状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学さ

せることが適当であると認める者をいう。以下同じ。）以外の者について、その保護者に対

し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならな

い。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%94%aa%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%8f%5a%96%af%8a%ee%96%7b%91%e4%92%a0%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%93%f1%96%40%94%aa%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000002000000000000000000


75 

２  市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校（法第七十一条 の規

定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）

を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。）

が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又

は中学校を指定しなければならない。  

３  前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた就学予定者については、適

用しない。  

第六条  前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第一項中

「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。  

一  就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会

が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変

更により当該学齢簿に新たに記載されたもの（認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設

置する小学校又は中学校に在学する者を除く。）  

二  次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒  

三  第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒（同条第三項の通知に係る学齢

児童及び学齢生徒を除く。）  

四  第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒（認定特別支援学校就学者を

除く。）  

五  第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者

の認定をした者以外の者（同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。）  

六  第十二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就

学者の認定をした者以外の者（同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。）  

七  小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更す

る必要を生じた児童生徒等  

第六条の二  特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等でなくなつた

ものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、

当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しな

ければならない。  

２  都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学

齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び視

覚障害者等でなくなつた旨を通知しなければならない。  

第六条の三  特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態、その者の教

育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当

該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校に就学すること

が適当であると思料するもの（視覚障害者等でなくなつた者を除く。）があるときは、当該

学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢

生徒の住所の存する都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。  

２  都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該学

齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び同

項の通知があつた旨を通知しなければならない。  

３  市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、当該特別

支援学校に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、都道府県の教育委員会に

対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。  

４  都道府県の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第一項の校長に対し、速やかに、

その旨を通知しなければならない。  

第六条の四  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校又は中等教育学校

に在学するもののうち視覚障害者等でなくなつたものがあるときは、その在学する小学校、

中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%b5%8f%5c%88%ea%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007100000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007100000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007100000000000000000000000000000
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町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。  

第七条  市町村の教育委員会は、第五条第一項（第六条において準用する場合を含む。）の

通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校又は中学校の校長に対し、当該児童

生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。  

第八条  市町村の教育委員会は、第五条第二項（第六条において準用する場合を含む。）の

場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校

を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知を

した小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又

は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。  

 

（区域外就学等）  

第九条  児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校（併設型中学校

を除く。）以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保

護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置

するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは

当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証す

る書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なけれ

ばならない。  

２  市町村の教育委員会は、前項の承諾（当該市町村の設置する小学校又は中学校（併設型

中学校を除く。）への就学に係るものに限る。）を与えようとする場合には、あらかじめ、

児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。  

第十条  学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校（併

設型中学校を除く。）以外の小学校若しくは中学校又は中等教育学校に在学するものが、小

学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の全課程を修了する前に退学したときは、

当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又

は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。  

 

第三節 特別支援学校  

 

（特別支援学校への就学についての通知）  

第十一条  市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者につ

いて、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支

援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。  

２  市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項

の通知に係る者の学齢簿の謄本（第一条第三項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を

調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載

した書類）を送付しなければならない。  

３  前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた者については、適用しない。  

第十一条の二  前条の規定は、小学校に在学する学齢児童のうち視覚障害者等で翌学年の初

めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をし

たものについて準用する。  

第十一条の三  第十一条の規定は、第二条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後

の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された児童生

徒等のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、第十一条第一項

中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「翌学年の初めから三月前までに（翌学

年の初日から三月前の応当する日以後に当該学齢簿に新たに記載された場合にあつては、速

やかに）」と読み替えるものとする。  

２  第十一条の規定は、第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認
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定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「翌学年の

初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。  

第十二条  小学校、中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者

等になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中

等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委

員会に対し、その旨を通知しなければならない。  

２  第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校

就学者の認定をした者について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初め

から三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。  

３  第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童

又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又は中等教育学校に引き続き就学させる

ことが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。  

第十二条の二  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で小学校、中学校又は中等教育学

校に在学するもののうち、その障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域におけ

る教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によりこれらの小学校、中学校又は中等教育

学校に就学させることが適当でなくなつたと思料するものがあるときは、当該学齢児童又は

学齢生徒の在学する小学校、中学校又は中等教育学校の校長は、当該学齢児童又は学齢生徒

の住所の存する市町村の教育委員会に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。  

２  第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校

就学者の認定をした者について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初め

から三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。  

３  第一項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は、同項の通知を受けた学齢児童

又は学齢生徒について現に在学する小学校、中学校又は中等教育学校に引き続き就学させる

ことが適当であると認めたときは、同項の校長に対し、その旨を通知しなければならない。  

 

（学齢簿の加除訂正の通知）  

第十三条  市町村の教育委員会は、第十一条第一項（第十一条の二、第十一条の三、第十二

条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。）の通知に係る児童生徒等について

第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その

旨を通知しなければならない。  

 

（区域外就学等の届出の通知）  

第十三条の二  市町村の教育委員会は、第十一条第一項（第十一条の二、第十一条の三、第

十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の通知に係る児童生

徒等について、その通知の後に第九条第一項又は第十七条の届出があつたときは、速やかに、

都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。  

 

（特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定）  

第十四条  都道府県の教育委員会は、第十一条第一項（第十一条の二、第十一条の三、第十

二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）の通知を受けた児童生

徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必

要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条第一項（第十一条の二におい

て準用する場合を含む。）の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前ま

でに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければな

らない。  

２  都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合に

おいては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなけ

ればならない。  
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３  前二項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。  

第十五条  都道府県の教育委員会は、前条第一項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学さ

せるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対

し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。  

２  都道府県の教育委員会は、前条第二項の規定により当該児童生徒等を就学させるべき特

別支援学校を指定したときは、前項の市町村の教育委員会に対し、同項に規定する事項のほ

か、その指定した特別支援学校を通知しなければならない。  

第十六条  都道府県の教育委員会は、第十四条第二項の場合において、相当と認めるときは、

保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。この場合におい

ては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした特別支援学校の校長及び市町村の教育

委員会に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した特別支援学校の校長に対し、同

条第一項の通知をしなければならない。  

 

（区域外就学等）  

第十七条  児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支

援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようと

する特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教育委員会

の、その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾する権限を有する者の

就学を承諾する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に

届け出なければならない。  

第十八条  学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等でその住所の存する都道府県の設置

する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部

の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を

当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。  

 

第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取 

 

第十八条の二  市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条（第

六条（第二号を除く。）において準用する場合を含む。）又は第十一条第一項（第十一条の

二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）

の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児

童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。  

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 参考資料 
 

 

 

 

 

 



80 
 

鳥取県教育支援チームについて 
 

１ 教育支援チーム設置の経緯 

平成 25年の学校教育法施行令の改正により、就学基準に該当する障がいのある児童生徒

等は、原則特別支援学校に就学するという従来の仕組みから、障がいの状態等を踏まえた

総合的な観点から就学先を決定する仕組みへ改められました。 

これに伴い、就学先を検討する中で、市町村（学校組合）教育委員会と本人・保護者の

合意形成が困難な場合等に専門的な立場から教育的ニーズを整理し、助言等を行う「鳥取

県教育支援チーム」を平成 27年９月に立ち上げました。 

 

２ 目的 

鳥取県教育支援チームは、本人・保護者、学校、市町村（学校組合）教育委員会が就学

先や学びの場を検討する中で、学校教育法施行令 22条の３に該当する（又は該当する可能

性のある）ケースについて合意形成が困難な場合等に、市町村（学校組合）教育委員会又

は県立特別支援学校からの依頼に応じて専門家を派遣し、相談・助言を行います。また、

市町村における教育支援委員会等への助言・支援を行います。 

 

３ 構成メンバー 

医師、看護師、臨床心理士、特別支援学校教員、指導主事、有識者 

 

４ 派遣方法 

派遣するメンバーについては、市町村（学校組合）教育委員会あるいは県立特別支援学

校からの依頼に応じて教育長が決定します。 

 

５ 備考 

・教育支援チームの庶務は、県教育委員会事務局特別支援教育課において行います。 

・詳細については、県教育委員会事務局特別支援教育課から発出される通知をご確認く 

ださい。 
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資料提出時のチェックポイント 

 

提出資料は正しく記入されているか、必ず以下のチェックポイントを確認しましょう。 

 

〈共通〉 

 本人及び保護者が正確な情報を得て、それらを理解した上で意向を表明でき

るよう、十分な情報提供や説明を行った上で就学先を検討している 

 

〈様式２－１（特別支援学校への就学に係る通知）〉 

 様式２－１の「住所」は、学齢簿の住所の表記と完全に一致している 

 様式２－１の「障がいの種別及び程度等」は、資料様式２－１～２－５（障が

い種別の診断書）の「診断名・疾患・病名」の表記と完全に一致している 

 

〈資料様式１（個人調査書）〉 

 「⑲体験入学の状況」は、就学先や学びの場が適切であるかどうか判断できる

よう、体験入学時の様子が具体的に記入されている 

 「⑳本人・保護者の就学に対する考え等」は、就学先や学びの場について、本

人・保護者が意向を表明できるよう、十分な情報提供がなされている 

 「㉑想定される通学方法」は、本人・保護者、市町村教育委員会、在籍校（園）、

特別支援学校で十分な合意形成を行い、その結果について記入されている 

 【記入者及び記入年月日】の「記入者」「記入年月日」は、正しく記入されて

いる（記入漏れがない） 

 

〈資料様式２－１～２－５（障がい種別の診断書）〉 

 学校教育法施行令第 22条の３に規定されている障がいの種類と程度に複数該

当する場合、当該障がい種の診断書が全てある 

 

〈資料様式３－１～３－５（障がい種別の観察票）〉 

 学校教育法施行令第 22条の３に規定されている障がいの種類と程度に複数該

当する場合、当該障がい種の観察票が全てある 

 

 

※学齢簿の加除訂正をした時（特別支援学校への就学（転学）の通知を受けた後等） 

 市町村教育委員会は、当該学齢児童に係る学齢簿の加除訂正をした時は、速や

かに県教育委員会に対し、その旨を通知する（様式８） 
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医療機関受診時の問診票等の活用について 

 

近年、本県における発達障がいと診断された児童生徒、特別支援学級に在籍する児童

生徒等は増加傾向にあり、学校、保護者、医療機関等が連携して、特別な支援を必要と

する児童生徒への指導・支援の充実を図ることが求められています。 

医療機関受診の際は、以下のような問診票等を活用することで、関係者が児童生徒の

状態等について共通理解し、円滑な情報共有を行うことができます。 

問診票等については、各医療機関で様式を定めている場合もありますので、受診前に

ご確認ください。 

 

 

〈参考〉鳥取大学医学部附属病院子どもの心の診療拠点病院推進室ホームページに 

掲載されている「受診時支援ツール」 

初診時に使用 

・学校用問診票 

・幼稚園・保育園用問診票 

・家庭用問診票 

・中学校用問診票 

・家庭用問診票（中学生版） 

・行動評価表 

２回目以降の受診の際に使用 

・医療・教育連携シート 

（学校から医療機関へ） 

・医療・教育連携シート 

（医療機関から学校へ） 

 

「受診時支援ツール」は、以下の URLからダウンロードすることができます。 

https://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/kodomonokokoro/25591.html 

https://www2.hosp.med.tottori-u.ac.jp/kodomonokokoro/25591.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈発行〉鳥取県教育委員会事務局特別支援教育課 

住 所 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２７１ 

電 話 （０８５７）２６－７５７４ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０８５７）２６－８１０１ 

 

本手引は、鳥取県教育委員会ホームページからダウンロードすることができます。 

    

https://www.pref.tottori.lg.jp/247422.htm 
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